
報告事項 ２

愛知県教育委員会教育長給与条例の一部改正について

このことについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条に基

づく意見を知事に回答する必要があり、教育長の職務代理者による事務の臨時

代理により、「教育委員会として特に意見はない」旨の回答としましたので、

別紙資料に基づき報告します。

令和元年１２月２３日 

総 務 課 



1 

愛知県教育委員会教育長給与条例の一部改正の概要

第１ 改正の概要  

教育長の給料の額の引上げ及び期末手当の支給割合の改定

第２ 改正の内容及び施行期日

 １ 教育長の給料の額を引き上げる。 

（施行期日：令和２年４月１日） 

２ 教育長の期末手当の支給割合を改正する。 

  （施行期日：令和元年６月１日から遡及適用）

区 分 給  料

現 行 ８８９千円

改正後 ９０５千円

区分 ６月期 １２月期 計 

現 行 １．６７５月 １．６７５月 ３．３５月 

改正後 １．７月 １．７月 ３．４月 



２
 

第

号
議
案
（
教
育
委
員
会
関
係
抜
粋
）

愛
知
県
教
育
委
員
会
教
育
長
給
与
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

愛
知
県
教
育
委
員
会
教
育
長
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月

日
提
出

愛

知

県

知

事

大

村

秀

章

愛
知
県
教
育
委
員
会
教
育
長
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
愛
知
県
教
育
委
員
会
教
育
長
給
与
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

愛
知
県
教
育
委
員
会
教
育
長
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
三
年
愛
知
県
条
例
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
八
十
八
万
九
千
円
」
を
「
九
十
万
五
千
円
」
に
改
め
る
。

第
五
条
た
だ
し
書
中
「
百
分
の
百
六
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

一

第
一
条
中
愛
知
県
教
育
委
員
会
教
育
長
給
与
条
例
第
二
条
の
改
正
規
定

２

こ
の
条
例
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
規
定
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
各
条
例
の
規
定
は
、
令
和

元
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

３

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
各
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
各
条
例

の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
期
末
手
当
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
各
条
例
の
規
定
に
よ
る
期
末
手

当
の
内
払
と
み
な
す
。

説

明

こ
の
案
を
提
出
す
る
の
は
、
教
育
長
等
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
等
を
引
き
上
げ
る
た
め
必
要
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。



愛
知
県
教
育
委
員
会
教
育
長
給
与
条
例
の
一
部
改
正
新
旧
対
照
表

新

（
給
料
の
額
）

第
二
条

教
育
長
の
給
料
の
額
は
、
月
額
九
十
万
五
千
円
以
内
に
お
い
て
知
事
が
定
め

る
額
と
す
る
。

旧

（
給
料
の
額
）

第
二
条

教
育
長
の
給
料
の
額
は
、
月
額
八
十
八
万
九
千
円
以
内
に
お
い
て
知
事
が
定

め
る
額
と
す
る
。

（
そ
の
他
の
手
当
）

第
五
条

教
育
長
に
は
、
県
職
員
の
例
に
よ
り
、
地
域
手
当
、
通
勤
手
当
及
び
期
末
手

当
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
愛
知
県

条
例
第
三
号
）
第
二
十
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
、「
百
分
の
百

七
十
」
と
し
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
割
合
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
の
手
当
）

第
五
条

教
育
長
に
は
、
県
職
員
の
例
に
よ
り
、
地
域
手
当
、
通
勤
手
当
及
び
期
末
手

当
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
愛
知
県

条
例
第
三
号
）
第
二
十
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
、「
百
分
の
百

六
十
七
・
五
」
と
し
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
割
合
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３


